
【件名】 

特殊詐欺事件に関する注意喚起（加害者にならないために） 

 

【本文】 

最近，海外において特殊詐欺事件のいわゆる「かけ子」として日本人が拘留される事

案が散見されます。「海外で短期間に高収入が得られる」といった文句に誘われ，安易な

気持ちで海外に渡航した結果，意図せず犯罪の加害者になってしまうこともあります。

犯罪に荷担させられることにならないよう，慎重な判断が求められます。 

 

 詳細は以下のリンク先または当館ホームページをご確認ください。 

(PC)==> https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2019C055.html 

(当館ホームページ) ==>http://www.shenyang.cn.emb-japan.go.jp/ 

 

出発前には海外安全ホームページをチェック！ 

https://www.anzen.mofa.go.jp/ 

 

 

 既に日本に帰国した方、又は、他国や中国国内の他地域に移動した方で、まだ当館に帰

国届または変更届を提出していない方は、次のリンク先をご覧の上、提出して下さい。 

http://www.shenyang.cn.emb-japan.go.jp/jp/connection/fr_worklead_04.htm 

 

 

【問い合わせ先】 

在瀋陽日本国総領事館 領事担当 

 瀋陽市和平区十四緯路 50号 

 TEL：024-2322-7490 FAX：024-2385-2430 

 HP：http://www.shenyang.cn.emb-japan.go.jp/index.htm  

 E-Mail：ryoji@ya.mofa.go.jp 
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